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付）食物経口負荷試験実施医療機関(2015調査）

付）食物アレルギーを持つ子どもさんの保護者の方へ 
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保育所・学校
における投薬について

「保育所におけるアレルギー
対応ガイドラインQ&A」「学校
のアレルギー疾患に対する取り
組みガイドライン」には、⼦ども
に代わってエピペンを使⽤するこ
とが医師法違反に当たらないこと、
並びに医師の指⽰に基づいた薬は
与えることができること・使⽤を
含めた対応を考えることが記載さ
れています。
保育所で、すべての⼦どもの薬
を預かる事は管理上困難です
が、本当に必要な⼦どもに
対しては積極的に検討
して頂きたいと思い

ます。



・勉強会にエピペントレーナーを人数分貸して欲しい ・施設にエピペントレーナーが無いので練習用に持っておきたい ・医師による勉強会を開きたい 等、是非ご相談ください。
香川県小児科医会食物アレルギー対策委員会委員長：杢保(もくぼ)小児科医院：平場 0877-98-2010 kahiraba@yahoo.co.jp
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